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年齢別人口（人）　̶  男性　̶  女性

50％50％

27％27％

23％23％

グラフ１　介護保険の財源構成

公費（税金）公費（税金）
国・県・町の負担国・県・町の負担

65歳以上の人65歳以上の人
の介護保険料の介護保険料

40～64歳の人40～64歳の人
の介護保険料の介護保険料

グラフ２　町の年齢別人口
と要介護（支援）認定率 介護認定率（％）　̶  男性　̶̶  女性
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出典：令和５年９月 介護保険事業状況報告
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65 ～ 69 歳 90歳以上85～ 89歳80～ 84歳75～ 79歳70～ 74歳

介
護
保
険
の
し
く
み

介
護
保
険
は
、
誰
に
で
も
起
こ
り
う
る
介
護
へ
の

不
安
を
減
ら
し
、
安
心
し
た
生
活
が
送
れ
る
よ
う
、

支
え
合
い
の
理
念
に
基
づ
き
、
共
同
で
保
険
料
を
負

担
し
、
病
気
や
加
齢
な
ど
に
よ
る
身
体
機
能
の
低
下

で
介
護
を
必
要
と
す
る
人
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

す
る
し
く
み
で
す
。

介
護
保
険
の
財
源

　

介
護
保
険
制
度
は
、
40
歳
以
上
の
人
が
納
め
る
保

険
料
と
、
国
・
都
道
府
県
・
市
区
町
村
が
負
担
す
る

公
費
（
税
金
）
を
財
源
に
運
営
し
て
い
ま
す
。

〇
65
歳
以
上
の
人
（
第
１
号
被
保
険
者
）
の
介
護
保

険
料

　

町
が
３
年
ご
と
に
策
定
す
る
介
護
保
険
事
業
計
画

に
基
づ
き
、
介
護
保
険
事
業
に
必
要
な
費
用
の
23
％

介
護
険
事
業
計
画
・
高
齢
者
福
祉
計
画

に
基
づ
き
運
営

　

介
護
保
険
事
業
は
、
３
年
間
を
期
間
と
す
る
「
介

護
保
険
事
業
計
画
・
高
齢
者
福
祉
計
画
」
に
基
づ
い

て
運
営
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

計
画
で
は
、
高
齢
者
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で
自
立

し
た
生
活
を
送
る
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
施
策
を
盛
り

込
む
と
と
も
に
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
量
や
介
護

給
付
費
の
推
計
を
行
い
、
事
業
運
営
に
必
要
と
す
る

介
護
保
険
料
を
定
め
て
い
ま
す
。

を
65
歳
以
上
の
人
口
で
割
っ
た
額
を
基
準

額
と
し
、
本
人
や
世
帯
の
課
税
状
況
や
所

得
に
応
じ
て
保
険
料
額
が
分
か
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
介
護
給
付
費
の
増
加
を
見
据

え
、
第
１
号
被
保
険
者
間
で
の
所
得
格
差

を
減
ら
し
、
低
所
得
者
の
保
険
料
上
昇
を

抑
制
す
る
必
要
性
が
国
か
ら
示
さ
れ
た
こ

と
か
ら
令
和
６
年
度
よ
り
従
来
の
９
段
階

か
ら
13
段
階
へ
と
保
険
料
の
段
階
が
変
更

と
な
り
ま
す
。（
保
険
料
の
額
は
７
㌻
に

掲
載
）

〇
40
〜
64
歳
の
人
（
第
２
号
被
保
険
者
）

の
介
護
保
険
料

　

加
入
す
る
医
療
保
険
（
健
保
組
合
、
全

国
健
康
保
険
協
会
、
市
町
村
国
保
な
ど
）

の
保
険
料
と
併
せ
て
納
め
ま
す
。

誰
に
で
も
介
護
に
関
わ
る
可
能
性

が
あ
り
ま
す

　

町
内
の
65
歳
以
上
の
人
で
、
介
護
認
定

を
受
け
て
い
る
割
合
は
約
２
割
で
、
65
歳

時
点
で
は
少
数
で
す
が
、
年
齢
と
と
も
に

割
合
が
高
く
な
り
、
90
歳
以
上
で
は
男
性

が
約
６
割
、
女
性
が
約
７
割
と
な
っ
て
い

ま
す
。
自
ら
が
介
護
を
必
要
と
し
な
く
て

も
、
家
族
が
必
要
と
な
る
場
合
も
あ
り
、

誰
も
が
介
護
に
関
わ
る
可
能
性
が
あ
る
と

言
え
ま
す
。

65  
歳
以
上
の
人
（
第
１
号
被
保
険

者
）
の
保
険
料
を
改
定

　

第
９
期
計
画
で
は
人
口
減
少
と
高
齢
化

の
進
行
に
よ
り
、
被
保
険
者
数
の
減
少
が

見
込
ま
れ
、
介
護
給
付
費
も
令
和
６
年
度

を
ピ
ー
ク
に
減
少
を
見
込
ん
で
い
ま
す
。

　

こ
れ
に
伴
う
介
護
保
険
料
の
基
準
額
の

設
定
に
あ
た
っ
て
は
、
介
護
給
付
費
準
備

基
金
か
ら
の
取
り
崩
し
額
を
活
用
す
る
こ

と
で
、
第
８
期
計
画
と
比
較
し
て
月
額

３
０
０
円
増
に
抑
え
、
県
内
の
平
均
水
準

を
維
持
し
て
い
ま
す
。

介
護
保
険
制
度
が
な
か
っ
た
ら
…

　

令
和
４
年
度
に
町
の
介
護
保
険
事
業
か

ら
支
出
し
た
介
護
サ
ー
ビ
ス
給
付
費
は
約

10
億
円
で
、
要
介
護
・
要
支
援
認
定
者
一

人
あ
た
り
約
１
９
０
万
円
と
な
り
ま
す
。

　

も
し
も
介
護
保
険
制
度
が
な
か
っ
た
と

し
た
ら
、
経
済
的
負
担
だ
け
で
な
く
、
心

身
へ
の
負
担
も
大
き
く
、
安
心
し
て
生
活

す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
が
考
え

ら
れ
ま
す
。

　

高
齢
化
の
進
行
と
と
も
に
介
護
給
付
費

も
増
加
傾
向
に
あ
り
、
誰
に
で
も
介
護
に

関
わ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
支
え

合
い
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
介
護
保
険
制
度

へ
の
ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

※（ ）内は第８期計画における保険料の金額　　※第１段階から第３段階の保険料は公費による軽減後の金額

表１　 第９期計画（令和６～８年度）における第１号被保険者（65 歳以上）の段階別保険料

段  階 区  分 基準額に
対する割合 年間保険料

第１

・生活保護受給者
・老齢福祉年金受給者で世帯全員が町民税非課税
・世帯全員が町民税非課税で本人の前年の合計所得と課税年金収入額の合
   計額が 80万円以下

45.5％ 33,852円
（35,400 円）

28.5％
（軽減後）

21,204円
（21,240 円）

第２ 世帯全員が町民税非課税で本人の前年の合計所得と課税年金収入額の合計
額が80万円を超え120万円以下

68.5％ 50,964円
（53,100 円）

48.5％
（軽減後）

36,084円
（35,400 円）

第３ 世帯全員が町民税非課税で本人の前年の合計所得と課税年金収入額の合計
額が120万円を超える

69％ 51,336円
（53,100 円）

68.5％
（軽減後）

50,964円
（49,560 円）

第４ 世帯員に町民税が課税されているが本人は町民税非課税で本人の前年の合
計所得と課税年金収入額の合計額が80万円以下 90％ 66,960 円

（63,720 円）

第５ 世帯員に町民税が課税されているが、本人は町民税非課税で本人の前年の
合計所得と課税年金収入額の合計額が80万円を超える

100％
〈基準額〉〈基準額〉

74,400 円
（70,800 円）

第６ 本人に町民税が課税されていて本人の前年の合計所得金額が120万円未満 120％ 89,280 円
（84,960 円）

第７ 　　　　　　　　　　　　　　　　〃　120万円以上 210万円未満 130％ 96,720 円
（92,040 円）

第８ 　　　　　　　　　　　　　　　　〃　210万円以上320万円未満 150％ 111,600 円
（106,200円）

第９ 　　　　　　　　　　　　　　　　〃　320万円以上420万円未満 170％ 126,480 円
（120,360円）

第１０ 　　　　　　　　　　　　　　　　〃　420万円以上520万円未満 190％ 141,360 円

第１１ 　　　　　　　　　　　　　　　　〃　520万円以上620万円未満 210％ 156,240 円

第１２ 　　　　　　　　　　　　　　　　〃　620万円以上720万円未満 230％ 171,120 円

第１３ 本人に町民税が課税されていて本人の前年の課税所得金額が720万円以上 240％ 178,560 円

％

％

％

第９期介護保険事業計画・
第 10 期高齢者福祉計画を
策定しました

〈問い合わせ先〉
　福祉介護課　介護係　☎４５―２２１４


